
まねきねこインターネット・サービス約款 

第１章 総則 

 

第１条 （約款の適用） 

  

株式会社イージェーワークス（以下当社という）国際電気通信条約、電気通信事業

法、その他の法令によるほか、この「まねきねこインターネット・サービス契約約款」

（以下約款という）によって取り扱います。 

 

第２条 （約款の変更） 

  

当社は、電気通信事業法の規定に基づき、約款を変更することがあります。 

この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。 

 

第３条 （加入契約者の定義） 

  

「約款」を承認の上、「まねきねこインターネット・サービス」の利用を申し込み、これを

当社が承認した方を加入契約者（以下契約者という）とします 

 

第４条 （協議） 

  

「約款」に記載のない実施上必要な明細については、契約者と当社の協議によって

定めます。 

第２章 加入契約 

 

第５条 （加入契約の種類） 

  
加入契約の種類は次のとおりとします。 

 

1. 光プレミアムサービス（マンションタイプ・ファミリータイプ） 

 

2. 
B フレッツサービス（マンションタイプ・ファミリータイプ・ニューファミリータイプ・ファミリ

ー100 タイプ・ハイパーファミリー・ベーシックタイプ） 

 

3. 
フレッツ ADSL サービス（1.5M・8M・モア・モア 24・モア II(24M)・モア 40・モア II(40M)・

モアスペシャル・モア III） 

 

4. フレッツ ISDN サービス 

 

5. ダイヤルアップサービス（小判コース・大判コース・太鼓判コース） 

 

6. AIR-EDGE サービス 

 

7. ウィルスチェックメールサービス（オプション） 

 

8. IP 電話サービス（オプション：Ｃ＠ｔふぉん） 

 

第６条 （契約期間） 

  

原則として、当社サービス契約者の最低利用期間はないものとする。 

但し、次の場合は期間延長及び料金の精算が必要なものとする。 



 

1. 
当社締日（利用月の末日）の関係上、月の中途において契約者に当社サービス契

約解除の意志がある場合。 

 

2. 
契約者に契約解除の意志があるが、料金未納及び当社収益に著しく経済的支障が

生じる場合。 

 

第７条 （契約の成立） 

  

「まねきねこインターネット・サービス」との契約は、加入契約申込者が本約款を承認

の上、当社が当該申し込みを承認したときに成立したものとします。 

 

第８条 （申し込みの拒絶） 

  

当社は、以下の各項目に該当すると判断した場合に、「まねきねこインターネット・サ

ービス」の利用申し込みを承認しない場合があります。 

 

1. 
加入契約申込者が「まねきねこインターネット・サービス」の料金支払いを怠り、また

は、怠る恐れがあるとき。 

 

2. 加入契約の申込を承認することが、当社の業務の遂行上で著しい支障があるとき。 

 

3. 
第一種電気通信事業者の事由により、当社が電話回線、または専用回線の提供を

受けられないとき。 

 

4. 加入契約申込書にことさら虚偽の事実を記載したとき。 

 

5. その他当社が審査の上、不適当と判断したとき。 

 

第９条 （解約） 

  

加入契約申込者は原則として当月 20 日までに書面をもって当社に申し込み（必着）

することとし、解約は月末締切とします。 

 

第１０条 （加入契約に基づく権利の譲渡制限） 

  

契約者は「まねきねこインターネット・サービス」の提供を受ける権利を譲渡すること

はできません。 

第３章 利用提供の停止 

  

 
第１１条 （加入者の利用停止） 

  

当社は契約者が以下の項目に該当すると判断した場合又は、その恐れがあると判

断した場合には「まねきねこインターネット・サービス」の提供を停止することがありま

す。 

 

1. 
「まねきねこインターネット・サービス」の料金その他の債務について、支払期日を経

過してもなお支払いがない場合。 

 

2. 
当社の承諾を得ずに、専用回線に契約者の電気通信設備又は当社以外の者が提

供する電気通信設備を接続した場合。 

 

3. 契約者の申し込みに虚偽事項があることが判明した場合。 



 

4. 契約者が法令の禁止行為に蝕する行為を行なったと判断される場合。 

 

5. 誹謗、中傷、わいせつ行為等公序良俗に反する行為を行なった場合。 

 

6. 
他の契約者又は、当社、及び第三者に重大な支障を与える形態で、「まねきねこイ

ンターネット・サービス」を利用すると判断された場合。 

 

7. 
前 6 号の他、この約款の規定に反する行為で、当社の業務遂行上又は当社の電気

通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼす恐れのある行為をした場合。 

 

8. その他当社が不適当と判断した場合。 

  

上記事項において、禁止される文書等については、加入者に通知することなく削除

することがあります。 

 

※ 
利用停止期間経過後も前項に該当している場合には、引き続き「まねきねこインター

ネット・サービス」の利用を停止します。 

 

第１２条 （当社が行なう契約の解除） 

  

前項の規定により「まねきねこインターネット･サービス」利用停止期間を経過しても

なお契約者が前条各号のいずれかに該当している場合には当社は「まねきねこイン

ターネット・サービス」加入契約を解除することがあります。 

 

第１３条 （提供の中止） 

  

当社は、以下の項目に該当する場合には、「まねきねこインターネット・サービス」を

良好な稼動状態でご利用いただくため、事前の通知なく「まねきねこインターネット・

サービス」の提供を中止する場合があります。 

 

1. 当社の電気工事等保守、工事上止むを得ない場合。 

 

2. 当社の電気通信設備に障害が発生した場合。 

 

3. 
第一種電気通信事業者の事由により、当社が電話回線、または専用回線の提供を

受けられないとき。 

 

4. 加入契約申込書にことさら虚偽の事実を記載したとき。 

 

5. その他当社が審査の上、不適当と判断したとき。 

 

第１４条 （提供の変更） 

  

当社は提供するサービスの内容をあらかじめ契約者に通知することなく変更する場

合があります。 

 

第１５条 （提供の制限） 

 

1. 
当社は、天災、事変等の非常事態が発生した場合、公共の利益を図る目的を以って

「まねきねこインターネット・サービス」の提供を制限、中止することがあります。 

 

2. 

当社は利用者のうち、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、当

社若しくは第三者のネットワークに過大な負荷を与えている利用者の通信を制御又

は帯域を制限する場合があります。 



 

第１６条 （提供の廃止） 

 

1. 
当社は、都合により「まねきねこインターネット・サービス」の提供を廃止する場合が

あります。 

 

2. 
当社は前項の規定によりサービスを廃止する時は、契約者に対し廃止する日の３ヶ

月前までに通知するものとします。 

 

第１７条 （著作権等） 

 

1. 

契約者が「まねきねこインターネット・サービス」上において、文章、画像、映像、音

楽、ソフトウェア等無体財産等を公開する場合、第三者の著作権等の権利を侵害し

ないものとします。 

 

2. 
契約者が前項により第三者に損害等を与えた場合は、当社はそれについて一切の

責任を負わず、紛争は当該当事者間にて解決するものとします。 

第４章 契約者の支払い義務 

 

第１８条 （料金） 

  

当社の提供する「まねきねこインターネット・サービス」の料金は、当社所定の「まね

きねこサービス料金表」によるものとします。 

 

第１９条 （接続時分の計算方法） 

  
接続時分は当社の機器で測定します。 

 

第２０条 （接続基本料金の計算方法） 

  

当社の提供する「まねきねこインターネット･サービス」の接続基本料金は各サービ

ス品目毎に、月の料金はその月額がそのまま適用されます。 

利用開始日は、承諾通知書に記載される利用開始日とします。 

（但し、キャンペーン期間は除くものとします） 

 

第２１条 （接続通信料金の計算方法） 

  

当社の提供する「まねきねこインターネット・サービス」の通信料金は、当社が測定し

た接続時分に各サービス品目毎の接続単価を乗じた額とします。 

 

第２２条 （料金の支払い） 

  

加入契約の申し込みをし、当社が承認したときには、契約者は別表に規定される料

金の支払いを要します。 

 

※ 料金は次のように支払っていただきます。 

   

 

1. 加入料金は当社が加入契約の申し込みを承認したときに支払っていただきます。 

 

2. 基本料金は電気通信設備を使用する当月に支払っていただきます。 

 

3. その他の料金は、電気通信設備を使用した月の翌月に支払っていただきます。 



   

 

※ 
前項の規定により請求を受けたときは、請求書に指定された期日までにその料金等

を支払っていただきます。 

 

※ 
上述に記載された支払いを要する料金の額に、消費税相当額を加算した額を支払

っていただきます。 

 

※ 

料金等の支払いは、収納代行会社、金融機関などで別途利用条件、支払条件、利

用限度額の設定等の規定がある場合には、それらに従うものとします。契約者と当

該収納代行会社、金融機関などの間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で

解決するものとし、当社には一切の責任はないものとします。 

 

第２３条 （損害賠償） 

  

契約者が「約款」に違反する行為又は不正、違法な行為により当社に損害を与えた

場合は当該契約者に対し損害賠償の請求をできるものとします。 

 

第２４条 （割増金） 

  

契約者は料金の支払いを不法に免れた場合には、その免れた額のほかに免れた

額の２倍に相当する割増金を加算した上で、当社が指定する期日までに支払ってい

ただきます。 

 

第２５条 （延滞利息） 

  

契約者は料金その他の債務（延滞利息は除く）についての支払い期日を経過しても

なお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数に

１４．５％の割合で計算した額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っ

ていただきます。 

但し、支払期日の翌日から起算して１０日以内に支払いが合った場合には、この限

りではありません。 

 

第２６条 （端数処理） 

  

当社は料金その他の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた時

は、これを切り捨てます。 

第５章 雑則 

 

第２７条 （契約者の義務） 

 

1. 

契約者は、当社から発行された番号（ＩＤコード）及びパスワード管理についてその責

任を持ち、その利用により発生した一切の責務について自己の責任において負担

するものとします。 

 

2. 
パスワードの喪失、盗難の場合には速やかに当社に報告するものとし、第三者によ

る不正使用等に起因する全ての損害は、契約者が負担するものとします。 

 

3. 
当社が契約者に賃与した ID コードが第三者によって不正に利用されたことを発見し

た場合は速やかに当社にその旨の連絡をいただくものとします。 



 

第２８条 （免責） 

  

メーリング･リストを含むメール、あるいは WWWサーバー等「まねきねこインターネッ

ト・サービス」を利用して流された情報の結果、それらが名誉毀損あるいは損害賠償

等の訴訟対象となる場合、それらの情報に関し当社が事前に知っていたか否かに

関わらず、また事前に検閲を行なっていたか否かに関わらず、当社はその一切の責

任を負わないものとします。 

 

第２９条 （秘密保持） 

  

当社は「まねきねこインターネット・サービス」の提供に関連して知り得た契約者の機

密情報を第三者に漏洩しないものとします。 

 

第３０条 （専属的合意管轄裁判所） 

  

当社と契約者との間で訴訟の必要が生じた場合、当社の本社所在地を管轄する裁

判所を当社と契約者の専属的合意裁判所とします。 

   

 

附則 この約款は平成１７年４月１日から実施します。 

 

改定 この約款は平成１９年１０月１５日に改定されました。 

 

改定 この約款は平成２０年２月１日に改定されました。 

 


